
11　　平成 27.2.

　
市
が
発
注
す
る
物
品
購
入
な
ど
の
入
札
に

参
加
を
希
望
す
る
業
者
は
、
競
争
入
札
参
加

資
格
審
査
申
請
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

▼
受
付
期
間　
２
月
２
日
㈪
～
２
月
27
日
㈮

▼
提
出
方
法　
持
参
ま
た
は
郵
送

▼
提
出
書
類

①
「
島
原
市
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書

　
（
物
品
購
入
）」

②
「
島
原
市
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書

　
（
業
務
委
託
）」

※
様
式
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
契
約
管

　
財
課
窓
口
で
取
得
で
き
ま
す

▼
登
録
有
効
期
間　
４
月
１
日
㈬
～
平
成
29

　
年
３
月
31
日
㈮

▼
注
意
事
項　
原
則
、
本
市
か
ら
の
工
事
や

　
物
品
購
入
な
ど
の
受
注
を
希
望
す
る
業
者

　
は
、
少
額
で
あ
っ
て
も
有
資
格
業
者
と
し

　
て
本
市
に
登
録
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
り

　
ま
す
。
現
在
、
平
成
26
・
27
年
度
の
建
設

　
工
事
お
よ
び
建
設
コ
ン
サ
ル
業
務
な
ど
の

　
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
に
つ
い
て

　
も
随
時
受
付
を
し
て
い
ま
す
の
で
、
該
当

　
す
る
と
思
わ
れ
る
業
者
は
申
請
書
を
提
出

　
し
て
く
だ
さ
い

平
成
27
・
28
年
度
『
物
品
購
入
』

『
業
務
委
託
』
の
競
争
入
札
参
加

資
格
審
査
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

平
成
27
年
度
建
設
工
事
業
者
格
付

に
か
か
る
書
類
の
受
付
を
行
い
ま

す
　
平
成
27
年
度
に
お
け
る
島
原
市
の
建
設
工

事
業
者
格
付
に
つ
い
て
、
該
当
す
る
業
者
は

次
の
と
お
り
必
要
な
書
類
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
受
付
期
間　
２
月
２
日
㈪
～
２
月
27
日
㈮

▼
提
出
方
法　
持
参
ま
た
は
郵
送

▼
提
出
書
類

①
最
新
の
経
営
事
項
審
査
結
果
通
知
書（
写
）

※
対
象
は
す
べ
て
の
建
設
工
事
登
録
業
者

※
す
で
に
提
出
済
み
の
場
合
は
必
要
あ
り
ま

　
せ
ん

②
消
防
団
員
雇
用
報
告
書　

※
対
象
は
市
内
に
本
社
ま
た
は
支
店
な
ど
を

　
有
す
る
業
者

※
様
式
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
契
約
管

　
財
課
窓
口
で
取
得
で
き
ま
す

※
１
カ
月
以
上
雇
用
し
て
い
る
こ
と
が
確
認

　
で
き
る
書
類
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ

　
い

提
出
お
よ
び
問
い
合
わ
せ
先　
契
約
管
財
課 

契
約
検
査
班
（
☎
�
１
１
１
１
内
線
２
６
３
）

　

                                 

〒
８
５
５
‐
８
５
５
５
島
原
市
上
の
町
５
３
７
番
地

　

                                 
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://w

w
w

.city.shim
abara.lg.jp

限
り
あ
る
資
源
を
大
切
に

新
た
に
井
戸
掘
削
（
ボ
ー
リ
ン
グ
）
を
行
う
人
へ

　
地
下
水
採
取
現
況
把
握
の
た
め
、
環
境
課
へ
地
下
水
採
取
計
画
書
な
ど

の
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

井
戸
水
を
利
用
し
て
い
る
人
へ

　
井
戸
水
は
気
象
や
環
境
変
化
に
よ
り
飲
用
に
適
さ
な
く
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
次
の
こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

①
年
に
１
回
、
専
門
の
検
査
機
関
に
よ
る
水
質
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う　

　
（
検
査
料
は
８
０
０
０
円
程
度
）

②
井
戸
を
蓋
で
覆
う
な
ど
汚
染
に
対
す
る
防
護
措
置
を
取
り
ま
し
ょ
う

③
滅
菌
処
理
し
て
か
ら
飲
み
ま
し
ょ
う

④
お
か
し
い
と
思
っ
た
ら
、
決
し
て
飲
ま
ず
、
県
南
保
健
所
（
☎
�
３
２

　
８
７
）
な
ど
へ
連
絡
し
ま
し
ょ
う

※
特
に
、
島
原
半
島
地
域
は
乳
幼
児
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
硝
酸
態
窒
素
濃

　
度
が
高
い
井
戸
が
散
見
さ
れ
る
た
め
、
安
全
安
心
な
水
道
水
へ
の
切
り

　
替
え
を
お
勧
め
し
ま
す

▼
問
い
合
わ
せ
先　
環
境
課
環
境
班
（
☎
�
１
１
１
１
内
線
１
９
２
）


